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平成２９年度第１回千葉市文化財保護審議会議事録  

 

１  日   時   平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ２ 日 （ 木 ）  午 前 １ ０ 時 ～ １ ２ 時    

２  場   所   千 葉 ポ ー ト サ イ ド タ ワ ー １ ２ 階  教 育 委 員 会 室  

３  出  席  者  （ 委 員 ）  

                山 田 俊 輔 委 員 （ 会 長 ）、 河 東 義 之 委 員 （ 副 会 長 ）、  

明 石 昇 委 員 、 神 谷 睦 代 委 員 、 小 関 悠 一 郎 委 員 、  

菅 根 幸 裕 委 員 、 吉 村 稔 子 委 員  

       （ 事 務 局 ）  

        大 崎 生 涯 学 習 部 長 、 芦 田 文 化 財 課 長 補 佐 、  

そ の 他 事 務 局 職 員 、 小 名 木 文 化 振 興 課 長 、  

文 化 振 興 課 職 員  

 

４  議   事  

 （ １ ）市 指 定 文 化 財（ 建 造 物 ）「 旧 川 崎 銀 行 千 葉 支 店 本 館（ さ や 堂 ホ ー ル ）」  

   の 修 理 工 事 に つ い て  

 

５  議 事 の 概 要  

 （ １ ）市 指 定 文 化 財（ 建 造 物 ）「 旧 川 崎 銀 行 千 葉 支 店 本 館（ さ や 堂 ホ ー ル ）」  

   の 修 理 工 事 の 内 容 に つ い て 説 明 を 行 い 、 使 用 す る 塗 料 に つ い て 十 分  

配 慮 す れ ば 予 定 し て い る 工 法 で 問 題 な い と の 意 見 を 得 た 。  

 

６  報 告 事 項  

（ １ ） 市 指 定 文 化 財 （ 史 跡 ） 猪 鼻 城 跡 （ 含 七 天 王 塚 ） の 取 扱 い に つ い て  

（ ２ ） 加 曽 利 貝 塚 の 特 別 史 跡 指 定 に つ い て  

 

７  会 議 経 過  

（ 山 田 会 長 ）議 事 に 入 る 前 に 、議 事 録 署 名 人 と し て 明 石 委 員 を 指 名 す る 。  

【 委 員 承 諾 】  

 議 事（ １ ）市 指 定 文 化 財（ 建 造 物 ）「 旧 川 崎 銀 行 千 葉 支 店 本 館（ さ や 堂 ホ

ー ル ）」 の 修 理 工 事 に つ い て  

  （ 山 田 会 長 ） 議 事 の （ １ ） に つ い て 事 務 局 よ り 説 明 を 願 う 。  

【 事 務 局 が 「 旧 川 崎 銀 行 千 葉 支 店 本 館 」 の 概 要 に つ い て 説
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明 → 小 名 木 文 化 振 興 課 長 が 修 理 工 事 の 内 容 に つ い て 説 明 】  

（ 山 田 会 長 ）「 旧 川 崎 銀 行 千 葉 支 店 本 館 」の 修 理 工 事 に つ い て 、何 か 質 問・ 

意 見 等 は あ る か 。  

① 修 理 箇 所 に つ い て  

（ 吉 村 委 員 ） 今 回 の 修 理 箇 所 に つ い て 確 認 し た い 。  

（ 河 東 委 員 ）資 料 の ピ ン ク で 色 づ け さ れ た 部 分 と い う こ と だ ろ う 。（ 旧 川  

崎 銀 行 の 建 物 を 包 み 込 ん で い る ） さ や の 部 分 は 文 化 財 で は  

な い 。 さ や の 部 分 を 含 め た 総 称 と し て 「 さ や 堂 ホ ー ル 」 と  

呼 ん で い る 。  

 （小名木課長）そ の 通 り で あ る 。  

② 塗 装 に 用 い る 塗 料 に つ い て  

 （ 菅 根 委 員 ） ホ ー ル 天 井 の 塗 装 に あ た っ て 、 さ や 堂 復 元 時 の 塗 料 が 現 在  

入 手 で き な い た め 、 内 壁 と 同 じ 塗 料 を 使 用 す る と の こ と だ  

が 、 問 題 な い の か 。  

 （ 河 東 委 員 ） 全 く 違 う も の を 使 う わ け に は い か な い の で 、 で き る だ け 近  

い も の を 使 っ た 方 が よ い 。 成 分 は 分 か っ て い る の か 。  

 （小名木課長）復 元 前 の こ と は 資 料 が 残 っ て お ら ず 不 明 だ が 、 復 元 時 に は  

吉 野 石 膏 の プ ラ ス タ ー を 使 用 し て い る こ と が 分 か っ て い る 。 

 （ 河 東 委 員 ） 内 壁 の 塗 装 に 用 い る 漆 喰 と プ ラ ス タ ー の 使 い 分 け も 極 め て  

重 要 で あ る 。 当 時 は 色 々 な 素 材 が 入 っ て き て お り 、 漆 喰 に  

は 漆 喰 、 プ ラ ス タ ー に は プ ラ ス タ ー と い っ た よ う に 、 場 所  

に よ る 使 い 分 け は 守 る べ き 。  

 （ 小 関 委 員 ） そ の 復 元 を 行 っ た の は い つ か 。  

 （小名木課長）平 成 ７ 年 で あ る 。  

 （ 河 東 委 員 ） 今 言 っ て も 仕 方 が な い が 、 そ の 時 に 配 慮 が 足 り な か っ た の  

だ ろ う 。 さ や の 部 分 は ど う 手 を つ け て も 文 化 財 的 に は 問 題  

な い が 、 内 部 に つ い て は 気 を つ け て い た だ き た い 。  

③ 震 災 へ の 対 応 に つ い て  

 （ 山 田 会 長 ）今 回 の 破 損 は 、経 年 劣 化 と い う よ り も 、（ 旧 川 崎 銀 行 と そ れ  

を 包 み 込 む さ や の 部 分 の ） 建 物 の 強 度 の 違 い と い う さ や 堂  

復 元 時 の 問 題 に 起 因 す る も の だ と 思 わ れ る が 、 そ う い っ た  

劣 化 の 原 因 も 踏 ま え た 修 理 と な っ て い る の か 。  

（小名木課長）元 々 の 建 物 の 強 度 の 違 い の 問 題 も あ る が 、 今 回 の 破 損 は 東  

日 本 大 震 災 に よ る 部 分 が 大 き い と 考 え て い る 。  
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 （ 河 東 委 員 ） 震 災 直 後 に 文 化 財 調 査 を 行 わ な か っ た の か 。  

 （小名木課長）当 時 、人 が 立 ち 入 る よ う な 場 所 は 目 視 確 認 を 行 っ て い た が 、 

ホ ー ル 屋 上 等 の 確 認 は 行 っ て お ら ず 、 今 回 の 破 損 箇 所 は 発  

見 で き て い な か っ た 。  

（ 河 東 委 員 ） 震 災 後 の 文 化 財 の 被 災 状 況 の 調 査 は 、 文 化 財 課 が 徹 底 し て  

行 っ て ほ し い 。  

 （事務局職員）承 知 し た 。  

 （ 小 関 委 員 ）今 回 の 修 理 は 今 後 の 大 き な 揺 れ へ の 配 慮 は さ れ て い る の か 。 

（小名木課長）あ く ま で 破 損 箇 所 の 修 理 を 行 う だ け で 、 耐 震 補 強 等 は 行 わ  

な い 予 定 で あ る 。  

 （ 河 東 委 員 ） 建 物 全 体 と し て 耐 震 構 造 に は な っ て い る 。  

 （ 吉 村 委 員 ） 免 震 構 造 に は な っ て い な い の か 。  

 （ 河 東 委 員 ） 基 礎 が く っ つ い て い る の で 、 恐 ら く 免 震 構 造 に は な っ て い  

な い 。  

 

 （ 山 田 会 長 ） 質 問 は 以 上 の よ う な の で 、 審 議 会 の 意 見 の と り ま と め を 行  

う 。 漆 喰 、 プ ラ ス タ ー の 問 題 等 も あ っ た が 、 資 料 ２ － １ の  

工 法 で 特 に 問 題 な い と い う こ と で よ い か 。  

      【 異 議 な し 】  

（ 山 田 会 長 ） 事 務 局 及 び 所 管 課 に お い て は 、 今 出 た 意 見 を 参 考 に 今 後 の  

事 務 を 進 め て い た だ き た い 。  

報 告 事 項（ １ ）市 指 定 文 化 財（ 史 跡 ）猪 鼻 城 跡（ 含 七 天 王 塚 ）の 取 扱 い に  

つ い て  

 （ 山 田 会 長 ） 報 告 事 項 （ １ ） に つ い て 、 事 務 局 よ り 説 明 を 願 う 。  

       【 事 務 局 職 員 が 猪 鼻 城 跡 （ 含 七 天 王 塚 ） の 取 扱 い に つ い て  

報 告 】  

 （ 山 田 会 長 ） 今 後 の ス ケ ジ ュ ー ル の 中 に 、「 埋 蔵 文 化 財 調 査 」 と あ っ て 、 

塚 が 消 え る 前 提 と 読 め る が 実 際 の と こ ろ ど う な の か 。  

 （事務局職員）塚 は 残 す 前 提 で あ る 。  

 （ 菅 根 委 員 ） 史 跡 指 定 範 囲 を 明 確 化 し た 上 で 、 調 査 を 進 め る と い う こ と  

か 。  

 （事務局職員）そ の 通 り で あ る 。  

（ 山 田 会 長 ） 今 回 の ３ 号 塚 ・ ７ 号 塚 以 外 の 塚 に つ い て も 近 い 将 来 、 範 囲  

      を 決 め て い く の か 。  
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（事務局職員）そ の 予 定 で あ る 。  

（ 菅 根 委 員 ）指 定 当 初 の 史 跡 範 囲 の 考 え 方 は ど の よ う な も の だ っ た の か 。 

（事務局職員）当 時 の 資 料 に 範 囲 を 示 す も の は 残 っ て お ら ず 、 千 葉 氏 に 関  

わ る 史 跡 と し て 具 体 的 な 範 囲 は 定 め ず に 指 定 し た と 考 え ら  

れ る 。  

報 告 事 項 （ ２ ） 加 曽 利 貝 塚 の 特 別 史 跡 指 定 に つ い て  

 （ 山 田 会 長 ） 報 告 事 項 （ ２ ） に つ い て 、 事 務 局 よ り 説 明 を 願 う 。  

       【 事 務 局 職 員 が 加 曽 利 貝 塚 の 特 別 史 跡 指 定 に つ い て 報 告 】  

 （ 山 田 会 長 ） 秋 頃 に 正 式 決 定 と な る 見 通 し と の こ と だ が 、 今 後 の 活 用 の  

       ア イ デ ア 等 は あ る の か 。  

 （事務局職員）今 年 度 と し て は 大 き く 二 つ あ り 、 一 つ は 秋 に 発 掘 調 査 を 行  

う 等 の 更 な る 調 査・研 究 の 実 施 、も う 一 つ は 1 0 年 先 ま で 見  

越 し た グ ラ ン ド デ ザ イ ン の 策 定 で あ る 。  

 （ 山 田 会 長 ） 加 曽 利 貝 塚 は 市 民 の お か げ で 保 存 で き た 遺 跡 で あ る こ と か  

ら 、市 民 を 置 き 去 り に せ ず 、協 同 し て 遺 跡 を 守 っ て ほ し い 。  

ま た 、 豊 か な 自 然 を 活 か し て 集 客 に 繋 げ て ほ し い 。  

 

 （ 山 田 会 長 ） こ れ に て 議 事 を 終 了 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

        問 い 合 わ せ 先  千 葉 市 教 育 委 員 会 生 涯 学 習 部 文 化 財 課  

                 Ｔ Ｅ Ｌ  ０ ４ ３ － ２ ４ ５ － ５ ９ ６ ２  

                 Ｆ Ａ Ｘ  ０ ４ ３ － ２ ４ ５ － ５ ９ ９ ３  


